
77,142 千円

3,159,427 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

420,631 255,695 0 0 4,763 160,173

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

290,360 0 0 940 8,358 281,062

児童福祉事業
（子育て支援事業）

911,303 157,861 0 12,271 21,403 719,768

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

501 0 0 0 14 487

その他 327,878 1,788 0 10 9,416 316,664

小　計 1,950,673 415,344 0 13,221 43,954 1,478,154

国民健康保険事業
（繰出金）

80,101 35,062 0 0 1,301 43,738

介護保険事業
（繰出金）

195,888 0 0 0 5,657 190,231

後期高齢者医療事業
（繰出金）

113,597 18,757 0 0 2,739 92,101

その他 48,125 0 0 0 1,390 46,735

小　計 437,711 53,819 0 0 11,087 372,805

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

487,389 4,026 0 1,614 13,912 467,837

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

29,970 0 0 0 865 29,105

健康増進事業
（がん検診事業等）

252,924 0 0 28 7,303 245,593

その他 760 0 0 0 21 739

小　計 771,043 4,026 0 1,642 22,101 743,274

3,159,427 473,189 0 14,863 77,142 2,594,233

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

　平成26年４月より消費税率が５％から８％へ、また、令和元年10月からは10％へ段階的に引き上げられたことに伴い、地方消費
税交付金の増収分（社会保障財源化分）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされていま
す。

　六ヶ所村の令和元年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

合　　計

社会福祉

社会保険

保健衛生

その他

分　類 事　業　名
令和元年度
決算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他


